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弁護士法人世田谷用賀法律事務所ＡＤＲ 

業務規程 

弁護士法人世田谷用賀法律事務所 

第１章 総則 

（目的） 

第１条  

この規程は、弁護士法人世田谷用賀法律事務所（以下「事業者」という。）

において実施する民間紛争解決手続（以下「ＡＤＲ手続」という。）の業務に

関し基本的事項及び手続的事項を定め、事業者によるＡＤＲ手続の適正な業務

運営を図ることを目的とする。  

（趣旨） 

第２条  

事業者は、婚姻関係の維持又は解消に関する紛争（婚姻費用、養育費、財産分

与その他の経済的給付に関する件を含む。）及び、監護者に関する定め、親権者

の指定及び面会交流その他の子の監護に関する紛争 （以下、「対象紛争」という。）

について、当事者の申立てに基づき、対象紛争に係る専門的知見を有する公正な

第三者を関与させる方法により、和解の仲介を行う。 

（用語） 

第３条  

１ 本規程で使用する用語は、次の各号に定めるとおりとする。 

⑴ 「当事者」とは、ＡＤＲ手続の申立人及びその相手方をいう。

⑵  「実施期日」とは、手続実施者及び両当事者が関与してＡＤＲ手続を開催

する機会のことをいう。

⑶  「同席ＡＤＲ」とは、双方の当事者が手続実施者の前に同席し、相互に主

張及び意見を発言し、当事者が互いの発言について視聴できる状態で行う

ＡＤＲ手続をいう。

⑷  「別席ＡＤＲ」とは、一方の当事者を退席させた状態で、他方の当事者か

ら主張及び意見を聴き、次いで、他方の当事者を退席させた状態で一方の

当事者の主張及び意見を聴くことを必要な範囲で繰り返す方法によるＡＤ

Ｒ手続をいう。

２ 前項のほか、この規程において使用する用語は、この規程内に特別の定めの

ある場合を除くほか、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成１

６年法律第１５１号）（以下「法」という。）において使用する用語の例による。 

（事業長及び副事業長） 
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第４条  

１ 事業者に、業務を統括する長（以下「事業長」という。）１人及びこれを

補佐する者（以下「副事業長」という。）を置く。 

２ 事業長及び副事業長は、事業者の事業の運営に関し公正な判断をすること

ができ、かつ、対象紛争に関する分野について豊富な知識及び経験を有する

者について、事業者の役員又は職員のうちから任命されるものとする。 

３ 事業長は、事業者を代表しながら業務を統括し、副事業長は、これを補佐

するとともに、事業長不在又は事業長がその任に適しない場合には、これに

代わり、その職務を遂行するものとする。 

４ 事業長及び副事業長の任期は２年とする。ただし、再任することを妨げな

い。 

 

（事務担当者） 

第５条 

１ 事業長は、ＡＤＲ手続に関する事務を行う事務担当者を置くことができ

る。 

２ 事務担当者は、事業長が任命する。 

３ 事務担当者は、事業長の指揮監督を受けて、この規程に定めるもののほ

か、事業長から指定を受けた事務を処理する。 

 

第２章 通則 

（業務を行う日及び時間） 

第６条  

事業者の業務を行う日及び時間は、原則として、月曜日から金曜日までの午

前９時から午後６時までとする。ただし、年末年始（１２月２９日から１月３

日までの日）及び祝祭日を除く。 

 

（業務を行う場所） 

第７条  

１ 事業者は、東京都世田谷区に事務所を置く。 

２ ＡＤＲ手続は、原則として前項の事務所において行うものとする。 

３ ＡＤＲ手続は、前項のほか、当事者の意見を聴いて、インターネットを介

した手続実施者及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相

互に認識しながら通話をすることができる方法によって代えることができる

（以下、「オンラインＡＤＲ」という）。この場合における規律を次のとおり

とする。 

⑴  オンラインＡＤＲは、Ｚｏｏｍ、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｔｅａｍｓ又    

はＧｏｏｇｌｅ Ｍｅｅｔのいずれかのウェブ会議システムを利用して実

施するものとする。 

⑵  オンラインＡＤＲにおいてウェブ会議システムを利用して期日に参加す
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る当事者及び手続実施者は、セキュリティソフトが導入され、かつ、ＯＳ

が最新のバージョンにアップデートされた端末を使用し、ウェブ会議シス

テムについて最新版にアップデートされた状態で使用するものとする。 

⑶  オンラインＡＤＲにおいては、当事者は、録音、録画をしてはならず、

期日における手続の内容を放送又は公衆送信してはならない。 

⑷  オンラインＡＤＲは、手続実施者及び当事者以外の第三者が視聴できな

い環境で実施されなければならない。 

⑸  手続実施者は、オンラインＡＤＲを行う最初の実施期日において、前３

号について当事者に説明しなければならない。 

⑹  オンラインＡＤＲによる別席ＡＤＲは、ウェブ会議システムの機能を用

いて、手続実施者に対して主張及び意見を述べている当事者の映像及び音

声が退席した当事者に認識できず、かつ、退席した当事者の発言や映像が

出席している当事者に認識されない状態にすることによって行うものとす

る。 

 

（非公開原則） 

第８条  

ＡＤＲ手続は非公開とし、事業者は、手続実施に関する資料は当事者の同意

なき限り第三者に公開しない。ただし、事業者は、手続が終了した事件につい

ては、当事者が特定されない方法に限り、対象事件に係る啓蒙及び民間紛争解

決手続の啓発の目的において公表することができるものとする。 

 

（秘密保持） 

第９条  

１ 事業長、副事業長、手続実施者、事務担当者（以下、「手続関係者」とい

う。）は、正当な理由なく、紛争の内容、ＡＤＲ手続の経緯及び結果その他

ＡＤＲ手続に関し知り得た事実を漏らしてはならない。手続関係者が事業者

の職を退いた後も同様とする。 

２ 事業者は、手続関係者との間に、前項に係る秘密保持契約書を締結するも

のとする。 

３ 事業者は、文書等の管理について管理責任者を設置し、当該文書等の盗

難、漏洩等の防止に努めるとともに、当該文書等へのアクセス制御等、秘密

の安全管理のための組織的、物理的、技術的な措置（情報通信技術に係るウ

イルス感染、不正侵入等による情報漏えいの防止措置を含む。）を講じるも

のとする。 

 

（不当な影響の排除） 

第１０条  

１ 事業者は、手続実施者に対し、法令、この規程その他ＡＤＲ手続に関する

定めを遵守させるため必要な場合のほかは、手続実施者がＡＤＲ手続の実施
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に当たり独立して行う職務に関し、直接又は間接に命令若しくは指示をし、

又は不当な関与をしてはならない。 

２ 手続実施者は、ＡＤＲ手続に関し、法令、この規程その他ＡＤＲ手続に関

する定めを遵守するとともに、独立して行うべき職務に関し何人からも命令

又は指示を受けず、中立性を保持しつつ公正にその職務を行わなければなら

ない。 

３ 事業長が手続実施者を兼ねるときは、本規程に基づき事業長が行うべき業

務は第４条第３項に従い副事業長によって行うものとする。 

４ 手続実施者は、事業者若しくはその実質的支配者又は当事者その他の者か

ら不当な働きかけがあった場合は、事業長に直ちに報告しなければならな

い。 

５ 事業長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちに不当な働きかけを

した者に対し、不当な働きかけをしないよう勧告するものとする。               

６ 事業長が前項の規定による勧告をしたにもかかわらず、なお手続実施者に

対して不当な働きかけがある場合は、事業長は、ＡＤＲ手続の終了を決定す

るものとする。 

７ 事業長は、公正なＡＤＲ手続が実施される体制の確保に努め、手続実施者

の候補者が第２１条に規定する候補者名簿に登載された後、速やかに当該候

補者との間で、第２項の規定を遵守することを約する合意書を取り交わすも

のとする。 

 

（ＡＤＲ手続の通知） 

第１１条  

１ 当事者に対するＡＤＲ手続に関する通知は、郵便（普通郵便のほか配達証

明付郵便を含む。）又は電子メールの方法（到達確認措置を付した電子メー

ルを含む。）により行う。 

２ 事業者が前項に規定する方法により通知をした場合において、通知をした

者は、その通知を受けた者、通知の内容、方法及び年月日を事業長に書面に

より報告しなければならない。 

３ 事業長は、前項の規定により提出された書面を第３８条１項に規定する手

続実施記録に編綴し、保存するものとする。 

 

第３章 ＡＤＲ手続 

 

第１節 ＡＤＲ手続の実施の依頼等 

 

（ＡＤＲ手続） 

第１２条  

１ 当事者となるべき者の一方又は双方は、次条に従い、事業者に対しＡＤＲ

手続の実施の依頼をすることができる。 
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２ ＡＤＲ手続の実施の依頼をした者を「申立人」といい、その相手方を「相

手方」という。当事者となるべき者の双方が実施の依頼をしたときは、便宜

上一方当事者を申立人と定め、他方当事者を相手方と定める。この場合の費

用負担は、当事者双方において協議して定めるものとする。 

 

（ＡＤＲ手続の申立て） 

第１３条  

１ 対象紛争の当事者の一方又は双方が、事業者に対しＡＤＲ手続の実施の依

頼をするときは、次の各号に掲げる事項を記載したＡＤＲ申立書（以下「申

立書」という。）を書面又は電子メールにて事業者に提出することにより申

し立てなければならない。 

(1) 当事者の氏名、住所及び連絡先 

(2) 申立ての趣旨 

(3) 紛争の要点 

２ 申立人は、申立てに係るＡＤＲ手続の実施に関し参考となる資料がある場

合には、これを申立書とともに、事業者に提出することができる。 

３ 申立人は、申立てにあたっては、費用規程に定める申立料を納付しなけれ

ばならない。 

４ 事務担当者は、ＡＤＲ手続の申立てが第１項から前項までの規定に従って

いないときは、相当の期間を定め、その期間内に補正すべきことを求めるこ

とができる。この場合において、事務担当者は、補正を求める旨、その内

容、その年月日及び補正期間を記載した書面を作成し、事業長の承認を得

て、当該書面を申立人に交付しなければならない。 

 

（申立ての受理又は不受理） 

第１４条  

１ 事業長は、前条の規定に適合したＡＤＲ手続の申立てがされたときは、次

の各号のいずれかに該当するときを除き、これを受理するものとする。 

(1) 申立てが不当な目的によるものであり、これを受理することが第２条 

の規定の趣旨に反することとなるとき。 

(2) 申立てに係る紛争が第２条に記載された範囲に関する紛争ではないと 

き。 

(3) 申立てに係る紛争がＡＤＲ手続に適さないと認められるとき。 

(4) 前条第４項の規定により申立ての補正を求めたにもかかわらず、申立

人が当該補正をしないとき。 

２ 事業長は、申立書が提出されたときは、速やかに申立ての要件の具備及び

前項各号に規定する事由の有無を審査して、当該申立てを受理し、又は不受

理とする決定をしなければならない。 

３ 事務担当者は、事業長が前項の規定により申立てを受理し、又は不受理と

する決定をしたときは、速やかに申立人に対し、決定の内容（申立てを不受
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理とした決定にあってはその理由の要旨を含む。）及びその年月日を記載し

た書面を作成し、配達証明郵便の送付又は到達確認措置を付した電子メール

の送信により通知しなければならない。 

４ 事務担当者は、申立てを不受理とする決定を通知するときは、申立書（前

条第２項に規定する資料を含む。以下この項において同じ。）を前項に規定

する書面とともに、申立人に送付して返還する。この場合において、事務担

当者は、申立書の写しを作成して、第３８条１項に規定する手続実施記録に

編綴し、保存するものとする。 

 

（ＡＤＲ手続の開始） 

第１５条  

ＡＤＲ手続は、前条第２項の規定により事業長が申立てを受理する決定をし

た時に開始する。 

 

（相手方への確認） 

第１６条  

１ 事業者は、申立てを受理する決定をしたときは、次の各号に掲げる事項を

記載した書面を作成し、速やかに配達証明郵便の送付又は到達確認措置を付

した電子メールの送信により相手方に通知しなければならない。 

(1) ＡＤＲ手続の申立てがあったこと及び当該申立てを受理する決定をした

こと 

(2) 申立人の氏名 

(3) 申立てに係るＡＤＲ手続の実施に同意するかどうかの回答を求める旨及

び回答期限 

２ 前項に規定する書面には、申立書の写し、第１８条第１項に規定する手続

説明に関する同意書面及び次条第１項に規定するＡＤＲ手続意向確認書（以

下「意向確認書」という。）を添付しなければならない。ただし、事業長が

申立書の写しの添付を不適切と判断した場合はこの限りではない。 

３ 第１項第３号に規定する回答期限は、原則として、前２項に規定する書面

が相手方に到達した日から１０日とする。 

４ 第１項に規定する配達証明郵便により通知した場合であって、相手方が正

当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、普通郵便により通知するこ

ととし、第３８条第１項に規定する手続実施記録に、その旨（書面が返送さ

れた場合にはその旨及び年月日を含む。）及び当該郵便を発送した年月日を

記録する。 

 

（相手方の同意） 

第１７条  

１ 相手方のＡＤＲ手続の実施に係る同意は、次の各号に掲げる事項を記載し

た意向確認書を書面又は電子メールにて事業者に提出する方法によってする
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ことができる。 

(1) 相手方の氏名 

(2) ＡＤＲ手続の実施に同意する旨 

(3) 相手方の意向 

２ 事業長は、ＡＤＲ手続の円滑な進行のために必要と認めるときは、相手方

に対し、申立てに係る紛争についての意見、反論その他当該申立てについて

の相手方の主張を記載した書面及びその主張を基礎付ける資料の提出を求め

ることができる。 

３ 事業長は、相手方が回答期限までにＡＤＲ手続の実施に同意するかどうか

の回答をしない場合は、電子メール、電話その他の適宜の方法により相手方

の意思を確認するものとする。この場合において、相手方と連絡がとれず、

その意思が確認できないときは、相手方がＡＤＲ手続の実施に同意する意思

がないものとみなすことができる。 

４ 相手方がＡＤＲ手続の実施に同意しない旨の回答をしたとき又は前項の規

定によりＡＤＲ手続の実施に同意する意思がないものとみなされる場合は、

事業長は、ＡＤＲ手続を終了する決定をするものとする。この場合におい

て、事務担当者は、速やかに、ＡＤＲ手続を終了する決定をした旨、その理

由及び年月日を記載した文書を作成し、配達証明郵便の送付又は到達確認措

置付き電子メールの送信により申立人に通知するものとする。 

５ 相手方がＡＤＲ手続の実施に同意したときは、事業長は、第２０条以下の

規定に従ってすみやかに手続実施者の選任を行う。 

 

（ＡＤＲ手続の説明） 

第１８条  

１ 事業者は、ＡＤＲ手続を実施する契約を締結するまでに、次の各号に掲げ

る事項を記載した書面を、申立人及び相手方に対し、郵便又は電子メールで

送付し、説明するものとする。 

(1) 手続実施者の選任に関する事項 

(2) 手続実施者は、弁護士法３条１項「当事者の委嘱による法律事務」とし

て、当事者双方に対し公平な立場において和解の仲介を実施するものであ

り、手続実施中において、手続実施者は実施期日外において一方当事者か

らの法律相談を受けることはできないこと。 

(3) 手続実施者は、当事者いずれの代理人になるものでもないので、弁護士

法２５条１号「相手方の協議を受けて賛助した事件」として双方代理の禁

止にあたるものでないこと。 

(4) 当事者間の和解の成立に至らなかった場合、手続実施者は当事者間の仲

介の役を辞することになり、手続実施者は当事者の代理人にもなることが

できず、またいずれかからの法律相談を受けることもできないこと。 

(5) 当事者が事業者に納付する費用に関する事項 

(6) ＡＤＲ手続の開始から終了に至るまでの標準的な手続の進行（法第２７
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条の２第２項第１号及び第２号に規定する特定和解が成立した場合の特定

和解の内容が記載された書面及び特定和解がＡＤＲ手続において成立した

ものであることを証明する書面の作成を含む。） 

(7) ＡＤＲ手続において陳述される意見若しくは提出され若しくは提示され

る資料に含まれ、又は期日調書及び手続実施記録に記載されている当事者

又は第三者の秘密の取扱いの方法 

(8) 当事者がＡＤＲ手続を終了させるための要件及び方式 

(9) 手続実施者がＡＤＲ手続によっては当事者間に合意が成立する見込みが

ないと判断したときは、速やかにＡＤＲ手続を終了し、その旨を当事者に

通知すること 

(10) 当事者間に合意が成立した場合には、合意書を作成すること及び当該 

合意書の作成者、通数その他当該合意書の作成に係る概要 

(11) 特定和解の成立によりＡＤＲ手続が終了した場合における当該手続に係

る手続実施記録の保存期間並びに当該手続実施記録の閲覧及び謄写又は複

写に関する手続の有無及びその概要 

２ 事務担当者は、当事者の双方に前項に規定する説明をしたときは、当事者

の双方から、当該説明を受けた旨を記載した書面（ファクシミリ装置又は電

子メールにより送信される通信内容の記録を含む。）を受け取るものとす

る。 

３ 事業長は、前項の書面を第３８条第１項に規定する手続実施記録に編綴

し、保存しなければならない。 

 

（代理人） 

第１９条  

１ ＡＤＲ手続は、手続実施者のほか、原則として申立人及び相手方の当事者

のみによって行うものとする。 

２ 事業長は、当事者の権利利益の保護及びＡＤＲ手続の円滑な進行のために

必要かつ相当と認めるときに限り、当事者による代理人の選任及び代理人に

よるＡＤＲ手続及び期日の参加を許可することができる。 

３ 事業長は、前項の規定により許可された代理人が、当事者の権利利益を害

し、又はＡＤＲ手続の円滑な進行を妨げるおそれがある事由があると認める

ときは、当該許可を取り消すことができる。 

４ 当事者は、代理人を選任したときは、速やかに、その代理権を証する書面

を事業長に提出しなければならない。 

 

第２節 手続実施者の選任 

（法第６条第２号関係） 

 

（手続実施者の候補者） 

第２０条  
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１ 事業長は、手続実施者の候補者を、弁護士から選任する。 

２ 前項の規定にかかわらず、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わ

り、又は刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者は、

候補者となる資格を有しない。 

３ 候補者の任期は、任命の日から２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 第１項に従い手続実施者を弁護士とするに当たり、手続実施者となる弁護

士は、公平の立場で当事者間の協議に携わるものとし、いずれの当事者がＡ

ＤＲ手続の実施依頼の契機となった場合においても、それにより他方当事者

に対して有利な取り扱いをしてはならない。 

 

（候補者名簿） 

第２１条  

事業長は、候補者の氏名、資格、専門分野その他事業長が別に定める事項を

記載した候補者の名簿（当該名簿に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含

む。以下「候補者名簿」という。）を作成し、事業者に備え置くものとする。 

 

（手続実施者の選任） 

第２２条  

１ 事業長は、手続実施者として、候補者名簿に記載されている者の中から１人

選任するものとする。 

２ 手続実施者として選任された候補者は、特別の支障がある場合を除き、受

任を拒んではならない。 

３ 事業長は、手続実施者に対し、申立ての内容及び当事者の状況を説明し、

関係書類を添えて、ＡＤＲ手続の実施を命じる。 

４ 事務担当者は、事業長が第１項の規定により手続実施者を選任したとき

は、当該手続実施者の氏名を当事者に通知しなければならない。 

 

（手続実施者の除斥） 

第２３条  

１ 候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、手続実施者となること

ができない。 

(1) 候補者又はその配偶者若しくは配偶者であった者が当事者であるとき、

又は申立てに係る事案（以下この項において「事案」という。）について当

事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。 

(2) 候補者が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族

であるとき、又はあったとき。 

(3) 候補者が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、

補助監督人であるとき。 

(4) 候補者が事案について証人又は鑑定人となったとき。 

(5) 候補者が事案について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあっ
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たとき。 

２ 事務担当者は、事業長が前条第１項の規定により手続実施者として選任し

ようとする候補者に対し、前項各号に掲げる事由について、あらかじめ電話

その他適宜の方法によりその該当の有無を確認しなければならない。 

３ 手続実施者は、第１項各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなっ

たときは、直ちに事業長にその旨を報告しなければならない。この場合にお

いて、事業長はただちに手続実施者を手続から排除し、新たな手続実施者を

選任する。 

 

（手続実施者の忌避） 

第２４条  

１ 当事者は、手続実施者にＡＤＲ手続の公正な実施を妨げるおそれがある事

由があると認めるときは、事業長に対し、当該手続実施者をＡＤＲ手続に関

する職務の執行から排除すること（以下「忌避」という。）を申し出ること

ができる。 

２ 前項に規定する忌避の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を事

業者に提出してしなければならない。 

⑴ 忌避を申し出る者の氏名 

⑵ 忌避の対象となる手続実施者の氏名 

⑶ 忌避を申し出る理由 

３ 手続実施者は、ＡＤＲ手続の公正な実施を妨げるおそれのある事実がある

ときは、速やかにその事実を当事者に開示するとともに、開示した旨及びそ

の内容を事業長に報告しなければならない。 

４ 当事者は、手続実施者から前項に規定する開示を受けたときは、やむを得

ない事情がある場合を除き、開示を受けた日から７日以内に忌避の申出をし

ない限り、開示を受けた事実に基づいて忌避を申し出ることはできない。 

５ 事務担当者は、第２項に規定する書面が事業者に提出されたときは、速や

かに忌避の申出があったことを当事者（忌避を申し出た者を除く。）に通知

しなければならない。 

６ 事業長及び事務担当者は忌避の申出の理由を審査し、当該申出を認めるか

どうかを決定の上、速やかに当該決定の内容を当事者に通知しなければなら

ない。 

７ 事業長が手続実施者を兼ねる場合の本条による忌避の申立てがあったとき

は、副事業長は事業者の職員でない公平な第三者であって対象紛争にかかる

十分で公平な知見を有する者３名により構成される第三者委員会（以下「第

三者委員会」という。）を招集し、前項の審査を実施するものとする。 

 

（手続実施者の辞任） 

第２５条  

手続実施者は、正当な理由があるときは、事業長の承認を得て辞任すること
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ができる。 

 

（手続実施者の解任） 

第２６条 

１ 事業長は、次の各号のいずれかに該当するときには、手続実施者を解任す

る。 

 (1) 第２３条第１項各号に規定する事由のいずれかに該当することが判明

したとき。 

 (2) 第２４条第６項に規定する決定の内容が忌避の申出を認めるものであ

ったとき。 

(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり又はこれに堪えられないと

認められるとき。 

２ 事業長は、手続実施者を前項第３号の規定により解任するときは、当該手

続実施者に弁明の機会を与えなければならない。 

 

（後任手続実施者の選任） 

第２７条  

１ 事業長は、前条の規定により手続実施者を解任したとき及び第２５条の規

定により手続実施者の辞任を承認したときは、第２２条第１項の規定に従

い、後任の手続実施者を選任しなければならない。 

２ 第２２条第２項から第４項までの規定は、前項の規定により後任の手続実

施者を選任した場合について準用する。 

 

 

第３節 ＡＤＲ手続の進行 

（ＡＤＲ手続実施期日） 

第２８条   

１ ＡＤＲの手続実施期日（以下、「期日」という。）は、当事者双方及び手続

実施者が参加することのできる日時で、協議の上で定める。 

２ 期日は、１回について原則９０分とする。 

３ 手続実施者及び当事者は、３回以内の期日又は３か月以内の期間で当事者

間に合意が成立するように努める。 

４ 事業者は、第１回目の期日の日時及び方法を、特別の事情がある場合を除

き、実施の７日前までに、電子メールその他適宜の方法にて、当事者に通知

する。 

５ 第２回目以降の期日の日時及び方法は、期日において手続実施者が当事者

の都合を調整して決定し、当該期日において口頭による告知によって通知す

る。 

６ 当事者はやむを得ない理由がある場合に限り期日の変更を申し出ることが

できる。変更の申し出が期日の２日前以降であるときは、当事者は、費用規
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程に定めるキャンセル料を支払わなければならない。 

 

（手続実施期日の進行） 

第２９条  

１ 当事者の主張は、期日において書面又は口頭によって行うものとする。手

続実施者は、当事者に対し、主張を明確にし、又は紛争の解決に必要な書類

その他の資料の補充を求めることができる。 

２ 手続実施者は、期日において、当事者の主張、提出された申立書その他の

資料を参酌し、当事者の話合いにより、自主的な紛争解決に至るよう努める

ものとする。 

３ 期日を定めた後、当事者の一方が出席できなくなった場合は、期日を変更

しなければならない。 

４ ＡＤＲ手続は、原則として双方が同席ＡＤＲの方法で行うものとするが、

一方又は双方の当事者の要請があるとき又はＡＤＲ手続の円滑な進行のため

に手続実施者が相当と認めるときは、別席ＡＤＲの方法で行うことができ

る。 

 

（手続実施者が弁護士であることによる規律） 

第２９条の２  

１ 手続実施者は、弁護士法第３条第１項「当事者の委嘱による法律事務」と

して、当事者双方に対し公平な立場において和解の仲介を実施するものであ

り、手続実施中において、手続実施者は期日外において一方当事者からの法

律相談を受けることはできない。 

２ 当事者間において和解の成立に至らなかった場合、手続実施者は当事者の

代理人にもなることができず、またいずれかからの法律相談を受けることも

できない。 

 

第４節 手続の終了 

 

（手続の終了） 

第３０条 

 ＡＤＲ手続は、次の場合に終了する。 

⑴  当事者間の合意の成立 

⑵  申立人による取下げ 

⑶  相手方による終了の申出 

⑷  事業長による判断（和解が成立する見込みがない場合を含む。） 

 

（合意の成立） 

第３１条 

１ 当事者間に合意が成立したときは、手続実施者は、合意の内容を記載又は
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記録した書面又は電磁的記録を作成するものとする（以下、「合意書」とい

う。）。この場合において、手続実施者は、合意書に記載又は記録する内容に

ついて、あらかじめ、双方に聞かせ、同意を得なければならない。 

２ 当事者は、合意の成立の年月日を記載した前項に規定する書面又は電磁的

記録に署名もしくは記名押印又は電子署名（電子署名及び認証業務に関する

法律（平成１２年法律第１０２号）第２条第１項に規定する電子署名をい

う。以下同じ。）して合意書を作成する。この場合において、手続実施者

は、当該合意書に立会人として署名もしくは記名押印又は電子署名するもの

とする。 

３ 第１項により成立した合意の内容が特定和解であるときは、特定和解の内

容（特定和解がＡＤＲ手続において成立したことを含む。）を記載又は記録

した書面又は電磁的記録であって、紛争の当事者双方及び事業者の代表者又

は手続実施者の署名又は電子署名がされたもの（以下「特定和解合意書」と

いう。）を作成する。 

４ ＡＤＲ手続は、当事者が合意書又は特定和解合意書の交付を受けた時又は

事業長が合意書又は特定和解合意書を配達証明郵便もしくは到達確認措置を

付した電子メールもしくはそれらに準ずる方法により当事者に送付した時に

終了する。 

５ 書面により合意書又は特定和解合意書を作成した場合、作成通数は、すべ

ての当事者の数に１を加えた数とする。 

６ 事業長は、合意書及び特定和解合意書を第３８条第１項に規定する手続実

施記録に編綴又は記録し、保存するものとする。 

 

（申立ての取下げ） 

第３２条  

１ 申立人は、いつでも申立てを取り下げることができる。 

２ 申立ての取下げは、次の各号に掲げる事項を記載した文書（以下「取下

書」という。）を事業者に提出してしなければならない。ただし、期日にお

いては、手続実施者に口頭で告げる方法によってすることを妨げない。 

⑴ 当事者の氏名 

⑵ 申立てを取り下げる旨 

３ 申立人が期日において口頭で告げる方法によって申立てを取り下げたとき

は、手続実施者において審議の上、その期日においてＡＤＲ手続の終了を決

定し、その旨を口頭により当事者に通知する。 

４ 事業長は第２項に規定する書面を受領したときは、手続実施者において審

議の上、ＡＤＲ手続の終了の決定をしなければならない。 

５ 前２項の規定によりＡＤＲ手続が終了したときは、事務担当者は、ＡＤＲ

手続の終了を決定した旨及びその年月日を記載した書面を作成して、配達証

明郵便の送付又は到達確認措置を付した電子メールの送信により当事者に送

付しなければならない。 
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（相手方によるＡＤＲ手続の終了の申出） 

第３３条  

１ 相手方は、いつでもＡＤＲ手続の終了を申し出ることができる。 

２ ＡＤＲ手続の終了の申出は、次の各号に掲げる事項を記載したＡＤＲ手続

終了申出書を事業者に提出しなければならない。ただし、期日においては、

手続実施者に口頭で告げる方法によってすることを妨げない。 

⑴ 当事者の氏名 

⑵ ＡＤＲ手続の終了を申し出る旨 

３ 前条第３項から第５項までの規定は、相手方がＡＤＲ手続の終了を申し出

た場合について準用する。 

 

 

（合意が成立する見込みがない場合） 

第３４条 

１ 手続実施者は、次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、当事者

間に合意が成立する見込みがないものとしてＡＤＲ手続を終了する旨を速や

かに事業長に報告しなければならない。 

⑴ 一方の当事者が正当な理由なく２回以上期日に欠席したとき。  

⑵ 一方の当事者が合意をする意思がないことを明確にしたとき。 

⑶ 正当な理由なく３か月以上ＡＤＲ手続の期日が実施されないとき。 

⑷ 直ちに合意が成立する見込みがなく、かつ、事案の性質、当事者が置か

れている状況等にかんがみ、ＡＤＲ手続を続行することが、当事者の一方

又は双方に対し、合意が成立することにより通常得られることとなる利益

を上回る不利益を与える蓋然性があると判断したとき。   

⑸ 前各号に掲げるもののほか、当事者間に合意が成立する見込みがないと

判断したとき。 

２ 事業長は、前項に規定する報告を受けたときは、直ちにＡＤＲ手続の終了

を決定しなければならない。 

３ 第３２条第５項の規定は、前項の規定によりＡＤＲ手続が終了した場合に

ついて準用する。 

 

（事業長による終了） 

第３５条  

１ 事業長は、前条のほか、次の各号に掲げる場合において、手続を終了する

ことができる。 

⑴  申立てに係る事案が和解に適しないとみえるとき。 

⑵  当事者が不当な目的でＡＤＲ手続の実施の申立てをし、又は依頼をした

とみえるとき。 

⑶  一方又は双方の当事者が手続実施者の指揮に従わないため、ＡＤＲ手続
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の継続が困難であるとき。 

⑷  当事者が事業者に納付すべき費用を納付しないとき。 

２ 手続実施者は、前項各号（第４号を除く。）のいずれかに該当すると判断

したときは、速やかに事業長に、その旨及び理由を報告しなければならな

い。 

３ 事業長は、前項に規定する報告を受けたとき又は第１項第４号に掲げる事

由に該当すると認めるときは、ＡＤＲ手続を終了する決定をすることができ

る。 

４ 第３２条第５項の規定は、前項の規定によりＡＤＲ手続が終了した場合に

ついて準用する。 

 

第４章 手続実施記録 

（資料の取扱い） 

第３６条  

１ ＡＤＲ手続に関し当事者から提出された資料は、ただちに写しをとり原本

を返還する。ただし、当事者が別段の意思表示をするときはこの限りでな

い。 

２ 事業長は、申立書及び意向確認書並びにＡＤＲ手続に関し提出された資料

を、第３８条１項に規定する手続実施記録に保存するものとする。 

 

（期日調書） 

第３７条  

１ 手続実施者は、期日ごとに次の各号に掲げる事項を記載した期日調書を作

成しなければならない。 

⑴ 期日の日時及びＡＤＲ手続の方法 

⑵ 出席した当事者の氏名 

⑶ 手続実施者の氏名 

⑷ 期日に実施した手続の経過の概要 

２ 手続実施者は、期日調書を作成したときは、これを事業長に提出するもの

とする。 

 

（手続実施記録） 

第３８条  

１ 手続実施者は、ＡＤＲ手続ごとに次の各号に掲げる事項を記録した手続実

施記録（以下この条及び次条において「手続実施記録」という。）を作成

し、これを事業長へ提出する。事業者は、当該ＡＤＲ手続が終了した日から

１０年間保存する。ただし、紛争の性質等を踏まえ、事業長の裁量に基づ

き、事業者が１０年を超える相当の期間保存することを妨げない。 

⑴ 当事者から依頼を受けてＡＤＲ手続を実施する契約を締結した年月日 

⑵ 当事者の氏名（代理人又は補佐人を定めたときはその氏名を含む。） 
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⑶ 手続実施者の氏名 

⑷ ＡＤＲ手続において申立てがされた年月日及び当該申立ての内容 

⑸ ＡＤＲ手続の実施の経緯及びＡＤＲ手続の方法 

⑹ ＡＤＲ手続の結果（ＡＤＲ手続の終了の理由及び年月日を含む。） 

⑺ ＡＤＲ手続において和解が成立したときは、その内容 

２ 前条第１項に規定する期日調書は、手続実施記録に編綴又は記録し、保存

するものとする。 

 

（記録の管理） 

第３９条  

１ 事業者は、手続実施記録に記録された情報を、第８条ただし書の規定によ

り当事者が特定されない法で、対象事件に係る啓蒙及び民間紛争解決手続の

啓発の目的において公表する場合を除き、すべて秘密とする。 

２ 手続実施記録の管理責任者は、事業長とする。 

３ 手続実施記録は、文書にあっては施錠のできる保管庫に保管し、電磁的記

録にあっては当該記録のアクセス制御に係るパスワードを設定し、当該保管

庫及びその鍵並びに電磁的記録及びそのパスワードは、いずれも事業長が管

理する。 

４ 手続実施者が、手続実施記録を閲覧しようとするときは、あらかじめ、事

業長に閲覧の目的を告げて、許可を受けなければならない。 

５ 保存期間を経過した手続実施記録は、事業長において、文書の記載事項が

判読できないように裁断し、又は電磁的記録には無効情報を上書きする等の

方法により記録された情報が復元できない措置を講じ、当該記録を完全に消

去する方法により廃棄するものとする。 

 

（記録の閲覧及び謄写） 

第４０条  

１ 当事者（当事者であった者を含む。）は、事業者に手続実施記録の一部又

は全部の閲覧及び謄写の請求をすることができる。 

２ 前項の閲覧及び謄写の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を事

業者に提出しなければならない。 

⑴ 閲覧又は謄写を請求する者の氏名 

⑵ 閲覧又は謄写を請求する旨 

⑶ 閲覧又は謄写を請求する理由 

３ 事業長は、前項に規定する書面が提出されたときは、相当と認める範囲内

において手続実施記録の該当部分の閲覧及び謄写を認めるものとする。 

４ 特定和解合意書について、当事者の請求があったときは、事業者は、当事

者に対し、保存する書面の写し（複写機により複写したもの）又は保存する

電磁的記録の複写を交付する。ただし、書面の場合は、原本と相違ない旨の

文言を記載し、事業者の代表者が署名した書面を交付しなければならない。 
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５ 当事者（当事者であった者を含む。）又は利害関係人は、第１項及び前項

の請求をするときは、事業者が別に定める手数料を納付しなければならな

い。 

 

第５章 費用等 

 

（費用） 

第４１条  

当事者がＡＤＲ手続に関し事業者に納付すべき費用の種類、額又は算定方法

その他費用の納付に必要な事項は、別に費用規程で定める。 

 

（報酬） 

第４２条  

事業者は、手続実施者に対して、相当額の報酬を支払うものとする。 

 

第６章 苦情処理 

（苦情の取扱い） 

第４３条  

１ ＡＤＲ手続に関して苦情のある者は、その概要を記載した苦情申出書を事

業者に提出して苦情の申出をすることができる。 

２ 事業長は、事業長が任命した苦情処理担当者とともに、その苦情に係る事

情の調査及び苦情処理の方法の審議を行う。 

３ 事業長が手続実施者を兼ねる場合における前項の審議は、第三者委員会を

招集する方法により行うものとする。 

４ 事業長は、苦情処理の方法について決定し、その決定に従い苦情を処理

し、その結果を苦情の申出をした者に書面又は口頭により通知しなければな

らない。 

５ 苦情申出書や苦情対応に関する記録は、苦情受付簿に編綴、保存する。 

６ 苦情受付簿は、非公開とする。 

７ 事業者は、苦情受付簿を施錠できる保管庫において、苦情処理が完了した

日から３年間保管するものとする。 

 

第７章 会計  

 

（事業年度） 

第４４条  

事業者の事業年度は、毎年１月１日から１２月３１日までとする。 

 

（収入） 

第４５条  
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事業者の運営費用は、次のものをもって充てる。 

   １．当事者が負担する利用料金 

   ２．寄付金その他の雑収入 

 

第８章 補則 

 

（規程の公開等） 

第４６条  

この規程は、法第１１条第２項の規定に基づいて事業所に備え置くととも

に、当事者及び来訪した者の求めがある場合は閲覧させることを認める。 

 

（その他） 

第４７条  

この規程に定めるもののほか、ＡＤＲ手続の実施に当たって必要な事項は、

事業長において定める。 

 

作成日：２０２４年９月１５日（２０２５年１２月８日施行） 
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弁護士法人世田谷用賀法律事務所 

費用規程  

 

 

（趣旨）  

第１条 

この規程は、弁護士法人世田谷用賀法律事務所ＡＤＲ業務規程（以下「業務

規程」という。）第４１条の規定に基づき、当事者（当事者であった者を含

む。）がＡＤＲ手続に関し事業者に納付すべき費用についてその額又は算定方

法その他必要な事項を定める。 

  

（用語）  

第２条 

この規程において使用する用語は、特に定めがある場合を除き、業務規程に

おいて使用する用語の例による。  

 

（費用の種類）  

第３条  

当事者がＡＤＲ手続に関し事業者に納付すべき費用は、次の各号に掲げるも

のとする。 

⑴ ＡＤＲ申立手数料  

⑵ 期日手数料  

⑶ 期日キャンセル料  

⑷ 合意書作成手数料  

⑸ 閲覧謄写手数料  

 

（ＡＤＲ申立手数料等）  

第４条  

１ 業務規程第１３条第３項の規定によるＡＤＲ申立手数料は、１００，００

０円（税別、以下同）とする。 

２ 業務規程第１４条第２項の規定により申立ての不受理の決定をした時およ

び第１７条第３項の規定により相手方がＡＤＲ手続の実施の依頼をしなかっ

た場合においても、ＡＤＲ申立手数料は、申立人に返還しない。 

  

（期日手数料等）  

第５条  

１ 業務規程第２８条第１項の規定によるＡＤＲ手続の期日に係る期日手数料

は、１回あたり５０，０００円とする。 

２ 期日が開催される日の３日前までに期日手数料を納付しないときは、期日

を開催しない。  
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（期日キャンセル料）  

第６条 

１ 当事者の都合により期日をキャンセルする場合、期日手数料の３０％（期

日２日前）、５０％（前日）、１００％（当日）のキャンセル料とする。 

２ 期日手数料の返還に要する費用は、当該期日手数料を納付した当事者の負

担とする。 

  

（合意書等作成手数料）  

第７条  

１ 業務規程第３１条第１項の規定による合意書作成手数料は、１００，００

０円とする。 

２ 業務規程第３１条第３項の規定による特定和解合意書作成手数料は、２０

０，０００円とする。 

 

（閲覧謄写手数料）  

第８条  

１ 業務規程第４０条第１項の規定による合意書又は手続実施記録の閲覧及び

謄写手数料（合意書の場合は、原本と相違ない旨を記載した謄本の交付）

は、１件あたり１，０００円とする。 

２ 業務規程第４０条第４項の規定による特定和解合意書を含む手続実施記録

の閲覧及び謄写手数料は、１件あたり１０，０００円とする。 

 

（費用の納付の方法）  

第９条  

 当事者は、この規程に規定する費用を、事業者所定の金融機関へ振込で納付

しなければならない。当事者間の費用の分担は当事者双方で協議することと

し、振込手数料は当事者の負担とする。  

 

附 則 

この規程は、法第５条の認証を取得した日から施行する。  

 


